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⑵　床裏又は壁裏に設けるサウナ設備
⑶　扉付きで使用される厨房設備等
⑷　台所の流し台下に設ける生ごみ処理機

５　使用に際し火災の発生のおそれのある部分
 （条例第３条第１項第４号）
　火気使用設備は、「使用に際し火災の発生のおそれのある部分を、特定不燃材料（不燃材料のう
ちコンクリート、れんが、石綿板、鉄鋼、アルミニウム、モルタル、しっくいその他これらに類す
る不燃性の材料をいう。）で造ること。」と規定されているが、「使用に際し火災の発生のおそれの
ある部分」とは、設備の本体部分（取付枠、支持台及び本体と一体となっている附属設備を含
む。）の構造全てを指すものである。ただし、操作上のつまみ、レバー、絶縁材料等は、特定不燃
材料以外の材料とすることができる。
　また、のぞき窓等に使用するガラスは、特定不燃材料として扱うことにしている。

６　地震動等に対する転倒防止措置等
 （条例第３条第１項第６号）
　火気使用設備は、「地震動その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない
構造とすること。」とされているが、本規定は、火気使用設備が、一定規模以上の地震による振動
又はこれに相当する地震以外の原因による振動、衝撃（落下物等による。）により、容易に転倒、
破損等しないような火気使用設備自体の安全性、強度及び固定について規制したものである。

７　固体燃料を使用する火気使用設備に附置する取灰入れ、燃料置場
 
　まき、石炭等の固体燃料を使用する火気使用設備に附置する取灰入れ及び燃料置場については、
次のように規制されている。
⑴　取灰入れは、蓋のある不燃性のものとして防火上有効な底面通気等の措置を講じて附置し、灰
捨場は特定不燃材料で造り、建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から規則で定め
る火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分な広さを有する空地等に灰捨場を設ける場合
で燃え殻等の飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。

⑵　多量の燃料を使用する場合の燃料置場は、火源から規則で定める火災予防上安全な距離を保つ
とともに、隣地境界線等に接近しているものについては、必要に応じ、防火上有効な塀等を設け
ること。

⑶　灰捨場又は燃料置場の位置が建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品又は火源から保たなけ
ればならない距離の基準は、 のとおりである。

種 類 離　　隔　　距　　離

灰　　　 捨　　　 場

燃　 料　 置　 場

第12　燃料電池発電設備（条例第８条の３）　279

燃料電池発電設備（条例第８条の３）

１　一般（共通）事項

ものである。
⑴　定義・範囲
　　燃料電池発電設備とは、固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又
は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものである。

２　設置基準等

　燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、次によること。
⑴　可燃性の物品等からの火災予防上安全な距離（条例第８条の３第１項、第２項、第３項、第４
項、条例第３条第１項第１号）

　　消防総監が定めるところにより得られる距離によるものとし、対象火気設備等基準に基づき得
られた距離によることとされた。
⑵　機器、配線及び配電盤等が相互に保持しなければならない余裕「保有距離」（条例第８条の３
第１項及び第３項、条則第４条）

保有距離を確保する部分 保有距離

燃料電池本体 周囲

相互間

改質器 周囲

相互間

操作盤 操作を行う面

点検を行う面
ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

⑶　対震安全装置（条例第８条の３第５項、条則第３条の５）
　　液体燃料を使用する燃料電池に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない
（安全装置の基準にあっては、第Ⅱ章第１
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３　設 備 例

例　１

　　　ガスグリル付３口こんろ（組込（ビルトイン）型）

　このこんろは、システムキッチン化に伴うタイプのこんろで、卓上タイプと違って一度設置すれ
ば機器を容易に移動できない。

（特定調理油過熱防止装置付の場合）
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事例５

伝導過熱

１　焼損程度　部分焼（内壁３㎡）
もたっ至に災火し化炭が板合の内壁、り入が炎のろんこらか間隙の部下最の板熱防 　因原火出　２

の。
３　問題点等　①　厨房機器と壁との距離が十分に取れていなかった。
　　　　　　　②　内壁の構造が適切ではなかった。
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